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はじめに　研究の目的
本稿が扱うのは，オーストラリアの通訳・

翻訳サービスと放送サービスにおける日本語の
使用である。筆者は新プロ「日本語」のこれま
での研究において，国際化へ対応するための日
本社会の言語政策を，外国人住民を対象とした

日本語以外の言語による行政サービスに注目し
て研究してきた。本稿では，視点を逆にして，
日本以外の国で日本語が言語政策に使用される
事例に注目した。

オーストラリアでは，社会の主要な領域で
主に英語が用いられ，英語話者が大部分を占め

ているが（1390 万 2000 人，85.0%），それ以
外の言語の話者も多数存在している（245 万
8000人，15.0%）（1991年センサスによる） 。
これらの言語は，「外国語」ではなく「コミュ
ニティ言語（Community Languages）」と呼
ばれている。この用語は，foreign languages，
migrant languages，ethnic languages など
の用語にとってかわり，オーストラリア社会に
おけるこれらの言語の存続を正当化するもので
あり， LOTEs（ Languages Other Than
English）とも呼ばれる（Clyne 1991:3）。オ
ーストラリアの言語政策には，このコミュニテ

ィ言語の話者の存在が，明確に位置づけられて
いる。具体的には，第二言語としての英語習得
の支援，言語サービス（通訳・翻訳サービス）
の提供，コミュニティ言語によるラジオ・テレ
ビの放送，コミュニティ言語の教育などが実施
されている（言語政策の全体像および歴史的形

成過程については，松田（1996）を参照）。そ
して，日本語もコミュニティ言語の一つとして，
言語政策の対象となっているのである。

本稿では，まずオーストラリアの日本語話
者の特徴を概観した後に，通訳・翻訳サービス
および多言語のラジオ・テレビ放送のシステム

とそこでの日本語の使用状況について見る。最
後に，オーストラリアの言語政策における日本
語使用の意義と日本の言語政策への示唆につい
て述べる。

１　オーストラリアの日本出生者・日本語話者

まず，オーストラリアにおける日本出生者・
日本語話者の人口を，1991 年センサスに基づ
いて見てみよう。オーストラリアにおいて，近
年，日本出生者・日本語話者の人口は急増しつ
つある（本稿末の図 1 参照）。日本出生者の人
口は 25979 人である。また，家庭で日本語を

話している人（以下「日本語話者」とする）は
26631 人であり，うちオーストラリア生まれ
の人の割合が14.2%を占める。日本語話者は，
オーストラリアの全言語人口のうち 0.16%，
非英語話者人口の1.08%を占めるに過ぎない。

これらの人々は，具体的には，一時滞在の

ビジネスマンとその家族，留学やワーキング・
ホリデーなどで来た若い人々，オーストラリア
に永住している人々，などによって構成されて
いると思われる。年齢・性差・学歴・職業など
に基づく詳しい分析は，Atsumi（1992）に譲
るが，本稿で注目したいのは，日本出生者・日

本語話者の滞在期間の短さと英語能力である。
日本出生者のうち，2 年未満の滞在者が

51.0%，4 年未満の滞在者が 68.6%を占め，日
本語話者のうち，2年未満の滞在者が 44.5%，
4 年未満の滞在者が 60.6%を占めている（図 2
参照）。一時滞在者が，日本出生者・日本語話

者の大部分を占めていることがわかる。
また，日本出生者・日本語話者の英語能力

は，図 3 のとおりである。日本出生者・日本
語話者全体の約半数近くの人が，英語能力に不
安を持っていることがわかる。

２　言語政策における日本語の使用
以下，コミュニティ言語としての日本語が，

オーストラリアの言語政策においてどのように
扱われているかを，通訳・翻訳サービスとテレ
ビ・ラジオの放送を具体的な使用例として見て
いく(1)。

2.1　通訳・翻訳サービスにおける日本語の使
用
2.1.1 連邦レベルでの通訳・翻訳サービス

英語能力が十分でない人々にもサービスに
平等にアクセスすることを保障するという，政



府の方針に基づき，連邦レベルで通訳・翻訳サ
ービス提供している機関として，Translating
and Interpreting Service（TIS）がある。TIS は
連邦政府の移民・エスニック関係省の管轄下に
あり，その前身は 1973 年に創設された

Emergency Telephone Interpreting Service
（ETIS）である。現在，100以上の言語で，24
時間体制で，非英語話者と医者・弁護士・警察・
その他の人々とのコミュニケーションを支援す
る電話通訳サービスを提供している。費用は，
オーストラリアのどこからかけても，ローカ

ル・コールの料金だけでよい。その他に，派遣
通訳サービス・翻訳サービスも行なっている
（ Translating and Interpreting Service
1994）。

日本語も，この TIS の通訳・翻訳サービス
で，使われている。たとえば，Athanasiadis　and
Turner（1994）によれば，1991/1992 年度に
はTIS に対して 95種類の言語・合計 333655
回のコールがされたが，日本語のコール数は
5467回で，全言語中で14番目の頻度であり，
全コール数の1.70%を占めていた。

2.1.2　ビクトリア州レベルでの通訳・翻訳サ
ービス

オーストラリアでは，連邦政府のみならず，
州政府も積極的に通訳・翻訳サービスを提供し
ている。ここでは，ビクトリア州を例に挙げる。

1991 年のセンサスによれば，ビクトリア州

では，16万3千人が英語がうまく話せないか，
全く話せない。これはビクトリア州の人口の
4.2%にあたる。また，非英語国出生者のうち
22%以上が英語能力が十分でない（Victorian
Ethnic Affairs Commission 1995a:22）。ビク
トリア州の日本語話者は 4332 人であり，日本

出生者は4290人である。
ビクトリア州政府は 1992年から通訳・翻訳

サービスを政策としており，その目的は「非英
語国出生のビクトリア州の人々が，州の省・機
関と接する時に，資格をもった通訳者・翻訳者
を無料で提供すること」と規定されている。

通訳サービスの提供の責任を負うのは州の
省・機関であるが，実際に通訳を行なうのは州
の職員ではなく，通訳機関のプロの通訳者であ
る。州の省・機関は，先に述べた TIS，州の
公共性を持つ  Victorian Interpreting and
Translating Service（VITS）と Central Health
Interpreter Service（CHIS），その他の非公立
の通訳機関の中から，提供者を選択する。選択
にあたっては，NAATI の資格を持った通訳者

を有する機関であることが重視される。
州の省・機関への通訳の主な提供機関であ

る VITS は，1991年にビクトリア州政府言語
サービスを統合した結果として創設された。現
在は，州をオーナーとした企業になっている。

24 時間体制の電話通訳サービスの他，翻訳サ
ービス，会議通訳サービスを提供している。ま
た，医療通訳・法律通訳・教育通訳においては，
専門的な能力を持った通訳者の提供・養成が必
要となっているが，VITS は法律通訳・精神医
療通訳・教育通訳などの専門通訳者を提供する

とともに，専門的通訳者養成のための研修を行
なっている（Victorian Interpreting and
Translating Service 1996）。

一方，CHIS は，機関全体が保健医療通訳
のために専門化している。保健サービスの提供
者と利用者との間の通訳サービスのため，公共

の保健・医療機関に対しては，無料で通訳者を
提供しており，通訳者の研修も行なっている
（Central Health Interpreter Service 1996）。

1994/1995 年の州政府による  VITS と
CHIS の通訳サービスの利用は，それぞれ，64
言語・合計 32963 回と 48 言語・合計 30659
回行なわれた。ここでも日本語は使用されてい
る。1994/1995年度には，VITS での日本語の
利用は 112 回で全利用量の 0.50%，全言語中
の25番目，CHIS では5回で全利用量の0.02%，
全言語中の40番目を占めた（Victorian Ethnic
Affairs Commission 1995a:36）。

2.1.3　NAATI による日本語通訳者・翻訳者の
公認

多くの言語の高い質の通訳者を提供すると
いう連邦政府の方針を実行するために，根本的
な役割を担っているのが，NAATI である。

NAATI は，1977 年に移民・エスニック関係
省によって創設された（1983 年に同省から分
離）。NAATI の業務は，翻訳者・通訳者の基
準の作成，翻訳者・通訳者の能力の向上，翻訳
業・通訳業のステータスの確立，コミュニティ
のニーズへの対応，通訳者使用者に対する啓蒙

などである。
最も重要な機能は，試験・コース・海外で

の資格という３つの方法による通訳者・翻訳者
の公認（accreditation）である。通訳者の場合
は，Paraprofessional Interpreter／Interpreter
／ Conference Interpreter ／ Conference
Interpreter (Senior) の４レベル，翻訳者の場
合 は ， Paraprofessional Translator ／
Translator ／ Advanced Translator ／



Advanced Translator (Senior) に分かれてい
る。試験によって公認される言語は 48 言語あ
る。一方，コミュニティの需要があるものの受
験者が少なくて試験を行なうことができないた
め，認定（recognition）される言語は 55 言語

ある（1995 年 7 月現在）（以上は，National
Accreditation Authority for Translators and
Interpreters 1995a，1995b に基づく）。

日本語は NAATI の試験によって公認され
る言語に含まれている。1984 年に最初の試験
が実施され，1987 年以降は毎年複数のレベル

で実施されている。現在では，日本語は受験者
の多い言語の一つとして，1997/1998 年度ま
で毎年，試験が行なわれることがすでに決定さ
れている。

コースによる公認では，1995 年 2 月の時点
で 6 大学のコース (2) が NAATI によって認

可されている （ National Accreditation
Authority for Translators and Interpreters
1995b :38-42）。

日本語通訳者・翻訳者の需要の大きさ・受
験者の多さには，貿易や観光などでの需要，日
本語を重視した言語教育政策などの要因も存在

していることも考慮しなければならないが，
NAATI によって日本語通訳者・翻訳者の公認
が盛んに行なわれていることは確かである。

2.2 放送メディアにおける使用
SBS（Special Broadcasting Service）は，

1978 年に創設された国営放送である。ＳＢＳ
の機能は，「すべてのオーストラリア人に情
報・教育・娯楽を与え，かつそれによってオー
ストラリアの多文化社会を反映する，多言語・
多文化のラジオ・テレビサービスを提供するこ
と」（SBS 1994:7）である。そして，その使命

は，「多言語・多文化のラジオ・テレビサービ
スによって，より団結した平等で調和のとれた
オーストラリアの社会の創出へ貢献すること」
（SBS 1994:7）である。1995年 6月30日の
時点で，スタッフは 909 人を数えており，そ
の構成でも，非英語話者が大きな割合（49.6%）
を占めている（SBS 1995a:57-58）。

SBS は，オーストラリアの多文化社会を作
り上げている言語的な多様性を積極的に認め，
諸言語の維持や育成への貢献を意図している。
ラジオとテレビでは，非英語話者が自らの第一
言語で視聴できるプログラムの提供を目標とし

ている。また，英語は，オーストラリアの共通
語として，複数の文化にまたがる意識を促進す
る際の主な媒体と位置づけられ，使用されてい

る。

2.2.1 SBSラジオ
SBS ラジオの直接のルーツは，1975 年に 3

か月の実験として行なわれた，2EA（シドニ

ー，7言語）と3EA（メルボルン，8言語）の
放送であった。この放送は非常に好評だったた
め，継続され，1978 年には SBS が創設され
た。放送時間・使用言語数・放送エリアは，徐々
に拡大されていき，現在に至っている（詳しい
歴史的経緯に関しては，SBS（1995b）や鈴木

（1988）を参照）。
SBS ラジオは，基本的に多言語的であり，

オーストラリアのさまざまな文化的コミュニテ
ィへのサービスに直接に焦点をあてている。
SBS のラジオのスケジュールは，個々の言語
のプログラムを中心に構成されており，情報・

ニュース・娯楽の提供，コミュニティのメディ
アなどの多くの機能を担っている。現在，オー
ストラリアのナショナル・レベルの局で 54 の
言語によって，シドニーとメルボルンではそれ
ぞれ AM と FM の二局を使って 68 の言語に
よって，放送が行なわれている。各言語には，

話者数・老人の割合・新着者の割合・英語能力
のない者の割合・失業者の割合，などの規準に
よって，異なった放送時間が割り当てられてい
る。

日本語プログラムは，1981 年メルボルンで
開始された。当初は，週30分であったが，1992
年からは週 1 時間になった。現在は，メルボ
ルン，シドニー，連邦レベルのいずれでも聴く
ことができる。主なリスナーは，日本人の一時
滞在者と居住者の両方である。また，リスナー
には，日本語を学習しているオーストラリア人
も含まれている。プログラムの内容は，日本お

よびオーストラリアの多くのニュース，音楽・
インタビューなどである。また，各州には地域
の話題をリポートしてくれる協力者がいる
（Davies 1995）。

日本語による放送は，ナショナル・レベル
では週あたりの全放送時間 133 時間のうちの

0.75%を占める。また，シドニーとメルボルン
では，それぞれの全放送時間 266 時間のうち
の0.38%を占める。

2.2.2　SBSテレビ
　SBSテレビは，ラジオの成功をうけて，1980
年10月に，シドニーとメルボルンで始まった。
（詳しい歴史的経緯は，SBS（1995a:110-114）
鈴木（1988）を参照）。SBSテレビの焦点は，



ラジオとは若干異なっている。SBS テレビは
基本的には，多文化サービスであり，複数の文
化にまたがる意識に焦点を当てている。可能な
限り幅広い諸文化や観点を視聴者に提供し，オ
ーストラリアの多文化社会を現実を表現するこ

とを目指している。非英語国が作成したプログ
ラムを提供することによって，非英語国出身者
が自らの第一言語でプログラムを視聴できるよ
うにしている。また，ほとんどの番組は，英語
による字幕付きでもしくは英語によって，放送
されている。これは，オーストラリアの共通語

としての英語の役割を認め，オーストラリア社
会のできるだけ広い層に放送を提供するという
方針に基づいている。

日本語による放送は，普通は週に 5 日，朝
の30分，ＮＨＫのニュースが提供されている。
1994 /1995 年度の放送時間の実績は，日本語

は87.30時間で，全放送時間のうちの1.47%，
英語以外の言語によるプログラム全体のうち，
3.06%を占めていた。

３　まとめ
以上，通訳・翻訳サービスとテレビ・ラジ

オの放送を例として，オーストラリアの言語政
策における日本語の使用の実態を見てきた。で
は，この実態はいかなる示唆を与えるのであろ
うか。

周知のように，オーストラリアの言語政策
は，LOTE 教育において日本語を重視してい

る。一方，通訳・翻訳サービスやラジオ・テレ
ビの放送における日本語の使用量は格別に多い
とは言えず，その役割は小さいように見えるか
もしれない。しかし，日本語話者は全人口の
0.16%，非英語話者人口の 1.08%を占めるにす
ぎず，しかも短期滞在者が大部分を占めている

にすぎない。それにもかかわらず，日本語が用
いられているのである。むしろ，このことは，
日本語がオーストラリアのコミュニティ言語と
して平等に扱われている証拠であろう。

以上のようなオーストラリアの言語政策の
効果は，オーストラリア国内の日本語話者のみ
に及んでいるわけではない。日本語通訳者・翻
訳者は，あるいは日本とオーストラリアの両方
の言語・文化を身に付けた日本語話者は，日本
とオーストラリアをつなぐ媒介者となりうるの
である。国内の言語政策は，それが国際的な場
においても，豊かな実りをもたらすであろう。

日本の言語政策は，第二次大戦後は，国語
国字問題を中心としてきたが，近年，新たな言
語政策の確立の必要性が強まっている。多くの

日本人が日本国外で生活している一方で，日本
語とは異なった言語の話者が日本国内で生活し
ている。日本語が日本国家や日本国民だけのも
のであるとか，一つの国家では一つの言語のみ
が使用されるべきであるといった前提は，もは

や現実にそぐわない。日本語以外の言語の話者
のために，法廷通訳・医療通訳などの通訳サー
ビスの対応策がこうじられつつあり，ラジオや
自治体の広報においても日本語以外の言語が使
用されるようになってきた。いまだ十分に整備
されているとは言い難いが，一国内の多様な言

語話者の存在と価値を認め，それに積極的に対
応していく方向性が生まれてきている。そう考
えると，オーストラリアの言語政策は今後の日
本の言語政策の構想に，豊かな示唆を与えてく
れるであろう。

注
(1)　なお、コミュニティ言語としての日本語
に注目するという本稿の立場からは、子供の日
本語習得という課題が政策でどのように扱われ
ているのか、という疑問が当然にも提起されよ

う。残念ながら、この点に関しては十分な情報
が得られなかった。また、図書館における日本
語の本・雑誌の整備状況などこの他にも調査す
べき課題は多いと思われる。これらについては、
今後の課題としたい。
(2) 以下の大学（レベル／期間）である。

ACT Institute of TAFE (Paraprofessional
Interpreter/ 1999-1992)

The University of Queensland (Translator/
1980-1984) (Advanced Translator ・
Conference Interpreter/ 1985-1995)

University of Adelaide (Interpreter ・

Translator/ 1987-1991)
RMIT Technical College (Paraprofessional

Interpreter・Translator/ 1987-1994)
Deakin University – Toorak Campus
(Interpreter・Translator/ 1988-1997)
Central Metropolitan College of TAFE
(Paraprofessional Interpreter/ 1989-1994)
(Translator/ 1987)
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図４　TISの多言語によるサービス・ガイド



表１　ビクトリア州政府による通訳サービスの利用
(Victorian Ethnic Affairs Commission 1995a:36)



表２　ＳＢＳラジオの一週間のスケジュール



表３　ＳＢＳテレビの一週間のスケジュール
(SBS 1995a:35)


